
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開催する会場の所在地(区)を所轄する福祉保健センター生活衛生課までお届け・御相談ください。 

窓口一覧（平日 ８：４５～１７：００） 

窓口 所在地 電話番号 窓口 所在地 電話番号 

鶴見区 鶴見区鶴見中央 3-20-1 ５１０－１８４２ 金沢区 金沢区泥亀 2-9-1 ７８８－７８７１ 

神奈川区 神奈川区広台太田町 3-8 ４１１－７１４１ 港北区 港北区大豆戸町 26-1 ５４０－２３７０ 

西区 西区中央 1-5-10 ３２０－８４４２ 緑区 緑区寺山町 118 ９３０－２３６５ 

中区 中区日本大通 35 ２２４－８３３７ 青葉区 青葉区市ケ尾町 31-4 ９７８－２４６３ 

南区 南区浦舟町 2-33 ３４１－１１９１ 都筑区 都筑区茅ケ崎中央 32-1 ９４８－２３５６ 

港南区 港南区港南 4-2-10 ８４７－８４４４ 戸塚区 戸塚区戸塚町 16-17 ８６６－８４７４ 

保土ケ谷区 保土ケ谷区川辺町 2-9 ３３４－６３６１ 栄区 栄区桂町 303-19 ８９４－６９６７ 

旭区 旭区鶴ケ峰 1-4-12 ９５４－６１６６ 泉区 泉区和泉中央北 5-1-1 ８００－２４５１ 

磯子区 磯子区磯子 3-5-1 ７５０－２４５１ 瀬谷区 瀬谷区二ツ橋町 190 ３６７－５７５１ 

  

お祭りや行事で食品提供の計画が出たら… 

役所への届出は 

どうすればいい？ 

どんな食べ物が 

出せるんだろう？ 

前日の下処理は 

や っ ぱ り 危 険 か

な？ 

 

詳しくは 

中面へ ⇒ 

まずは、福祉保健センターに

御相談ください 

行事で食品を提供する皆様へ 

お祭りや行事等の内容により、営業許可を取得せずに食品を

提供できる場合があります。行事等で食品を提供する場合は、

お早めに各区福祉保健センター生活衛生課へ相談ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉保健センターにご相談の上、「行事開催届」を２週間前までにご提出ください。 

 

行事開催届 

主催者、出店者、提供食品、調理方法などを記載します。 

様式は窓口、または横浜市ホームページ「食の安全ヨコハマ WEB」 

より入手できます。 

横浜市 食の安全 検索    

会場全体図 各ブースや手洗い場、トイレなどが明記されているもの。 

付近の地図 所在地付近の案内・目標等を記載したもの。 

そ の 他 チラシ、パンフレット、計画書など、行事の概要が把握できる書類。 

 

 

２ 福祉保健センターへの手続き 

要領で規定する地域行

事には当たりません 

NO 

 

YES 

 YES 

 

ア 町内会、自治会及び商店街等が主催する区民祭、運動会、夏祭り等 

イ 市民祭であって市が主催又は共催するもの 

ウ 神社、仏閣等の縁日祭礼 

エ 農協、漁協などの各種団体が主催する農業祭、産業祭等 

オ 福祉団体が行う各種行事 

カ 企業が地域住民等に対して行う企業祭(工場開放祭等)  

  ただし、企業本来の営業行為の一環として行事の形態で行う場合は除く。 

キ 学校等(保育園、幼稚園含む)が主催する学園祭、運動会、バザー等 

※対象となる地域行事 

行事開催届を提出

してください。 

年間５回以内で、

1 回あたり５日 

以内である。 

 

NO 

 
NO 

 

YES 

  

主催者の活動エ

リア及びその周

辺地域で開催。 

１ 営業許可を取得せずに食品を提供できる行事 

相談する際

に用意して

ください。 

 

クリック！ 

(※対象となる地域行事参照) 

町内会や住民組織

等が開催する地域

行事である。 



 

 

☆現地で加熱調理して、その場で飲食させる食品 

事故防止のため、「現地で直前に加熱」して「その場で飲食する」食品を選びましょう。 

 また、洗浄消毒した清潔な器具を使用し、中心部まで十分加熱して提供してください。 

 

    

 

 

☆仕入品をそのまま販売・提供する食品（製造者による表示のあるもの） 

※乳類(発酵乳)、魚介類、食肉類の販売には許可が必要です。 

 

 

 

 

 

☆加熱工程のない食品や生野菜・果物を使用する食品 

 

 

 

 

 

 

☆食中毒の危険性が高い食品は提供しないでください。 

 

 

 

 

       

    

Q．下処理を会場や自宅で行って良いですか？ 

A． NO！ 会場では加熱調理のみを行い、 

下処理は行事当日に屋内の清潔な場所で 

行いましょう。 

Q．使い捨て手袋があれば、手洗い設備がなくても良いですか？ 

A． NO！ 手袋をつける前に手洗いをしないと、食品を汚染する 

可能性があります。給水タンクや水道を確保し、 

石けんや消毒液を使用して手洗いを十分に行いましょう。 

Q．クレープに生クリームや生の果物のトッピングは良いですか？ 

A． NO！ 生クリームや生の果物はリスクの高い食品です。 

絞り袋入りの市販の生クリームや缶詰等の果物を 

使用してください。 

例 

３ 提供する食品を決める前に 

おでん 

豚汁 

焼き鳥 

ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ 

焼そば 

ラーメン 

例 菓子 

(洋生菓子以外)

 

例 
自家製の 

おにぎりや 

いなりずし 

自家製の 

生ジュース 

自家製漬物 

きゅうりの 

一本漬け 

６ よくある相談 

 

 

仕入品の表示を確認し 

保存温度を守りましょう 

 

前日調理禁止 

下処理は設備の 

整った施設で 

５ 提供を控える食品は ？ 

 消費期限 

保存温度 

製造者… 

自宅で作って 

 持ち込み禁止 

 

４ 特に取り扱いに注意が必要な食品は ？ 

例 
かき氷 

生ビール 

チョコバナナ 

リンゴ飴 

餅つき 

弁当 

そうざい 

寿司 

刺身 

http://sozai-site.com/illust/printsozai/summer/maturi01/12.html
http://sozai-site.com/illust/printsozai/summer/maturi01/23.html
http://sozai-site.com/illust/printsozai/summer/maturi01/24.html
http://sozai-site.com/illust/printsozai/summer/maturi01/29.html


側
面
シ
ー
ト 

背面シート 

 

７ 施設設備・配置図面の例 

消毒薬 

石けん 

ｺﾞﾐ箱 

温度計 

容器に入れて収納 

側
面
シ
ー
ト 

テント 

手洗い用の水 

床面シート（未舗装の場合） 

【会場全体図の例】 

焼そば 綿あめ 

ﾖｰﾖｰ 

流し 

ｶﾞｽ台 

ＷＣ 

玄関 

水道 

調理室 

ゴミ置き場 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            調理作業にあたる前に、必ず点検しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

□ 帽子等をかぶり、長い髪は結びましたか？ 

 
□ 手に傷はありませんか？ 

□ 爪は短く整え、時計や指輪は外しましたか？ 

□ 使い捨て手袋はありますか？ 

 

 

□ 清潔なエプロンを着用しましたか？ 

ご本人又はご家族におう吐・下痢等の胃腸炎症状はありませんか？ 

また、風邪のような症状はありませんか？ 

このような症状が 1 週間以内にあった方は食品に触れないようにしてください。 

８ 食品取扱従事者の衛生 

コンロやプロパンガスボンベは使用前

に点検し、転倒防止策を講じましょう。

発電機や燃料は取扱いに注意してくださ

い。事前に消防署に相談しましょう。 

「行事開催届」の届出者は行事の主催者です。 

主催者は提供食品を把握し、全ての出店者に 

衛生管理を遵守させてください。 

 

 

手洗い場の確保! 

手洗い場 


